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(57)【要約】
【課題】従来技術では、希望する時間および位置におい
て単一光子を発生させることは困難であった。光子発生
器から任意の時刻において、また任意の空間的な位置ま
たは空間パターンによって光子を発生させるように安定
な制御をするのは困難であった。また、より高速の量子
暗号システムを支えるために、高いビットレートの時系
列の光子列を発生させることも困難であった。
【解決手段】本発明の光子発生装置では、（１）誘電率
制御によって励起子を空間移動させる。さらに（２）励
起子の生成制御、（３）誘電率制御による励起子からの
光子生成制御および（４）多層化した構造による時系列
の単一光子列生成の制御の機構の１つまたは複数を組み
合わせて利用する。単一光子の任意の時刻、任意の場所
、任意の空間パターンでの発生を実現する。積層構造を
利用して、光子は励起子制御層の繰り返しピッチＬで決
定される時間間隔を持つ時系列の光子パルスとして出力
される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起子を発生させる励起子発生部と、
　誘電率を変化させることによって、前記励起子発生部において発生させた励起子を束縛
できる複数の障壁領域を有し、所定の位置の前記障壁領域から前記励起子の再結合によっ
て光子を発生させる励起子制御部と
　を備えたことを特徴とする光子発生装置。
【請求項２】
　前記複数の障壁領域は、前記複数の障壁領域を除いた周辺領域と異なるエネルギーギャ
ップを有する材料によって構成され、隣接する障壁領域に対して、順次、前記障壁領域の
誘電率を周辺領域の誘電率に対して相対的に変化させることによって前記励起子生成部の
所定の位置に励起子を空間移動させることを特徴とする請求項１に記載の光子発生装置。
【請求項３】
　前記励起子制御部は、格子状に配置された前記複数の障壁領域と、前記障壁領域と誘電
率の異なる井戸領域とを有し、前記障壁領域の誘電率を前記井戸領域の誘電率に対して相
対的に変化させることによって所定の位置の障壁領域に励起子を空間移動させ、所定の時
間に前記励起子の再結合によって光子を発生させることを特徴とする請求項１に記載の光
子発生装置。
【請求項４】
　前記励起子生成部において発生させた複数の励起子を、所定の空間パターンを形成する
前記複数の障壁領域に空間移動させ、前記所定の空間パターンで複数の光子を発生させる
ことを特徴とする請求項２または３に記載の光子発生装置。
【請求項５】
　前記励起子制御部は、各々が膜状に形成され複数の障壁領域を含む複数の励起子制御層
が積層された多層構造を有し、前記複数の励起子制御層内の前記複数の各障壁領域は、膜
形成面内において同位置に配置されており、所定の前記障壁領域位置にある各励起子制御
層に渡って複数の障壁領域の誘電率を制御して、所定時系列パターンで光子列を発生させ
ることを特徴とする請求項１乃至４いずれかに記載の光子発生装置。
【請求項６】
　前記障壁領域の誘電率を小さくすることによって前記励起子の再結合をさせ、光子を発
生させることを特徴とする請求項１乃至５いずれかに記載の光子発生装置。
【請求項７】
　前記障壁領域の誘電率は、前記障壁領域へ照射させる光パルスを利用すること、前記障
壁領域の電場を利用することまたはナノチューブ構造中を走行するナノマシンを利用する
ことによって制御されることを特徴とする請求項１乃至６いずれかに記載の光子発生装置
。
【請求項８】
　励起子発生部と、前記励起子発生部において発生させた励起子を誘電率を変化させるこ
とによって束縛できる複数の障壁領域を有し、所定の位置の前記障壁領域から前記励起子
の再結合によって光子を発生させる励起子制御部とを備えた光子発生装置において光子発
生を制御する方法において、
　励起子発生部において、励起子を発生させるステップと、
　前記複数の障壁領域の内の１つの障壁領域の誘電率を変化させて、前記励起子を前記１
つの障壁領域に束縛するステップと、
　前記１つの障壁領域の誘電率を変化させて前記束縛を解除するととともに、前記１つの
障壁領域に隣接するもう１つの障壁領域の誘電率を変化させて束縛し前記励起子を空間移
動させるステップと、
　所定の位置の障壁領域に空間移動させた励起子を、所定の時間に前記障壁領域の誘電率
を変化させることによって再結合させるステップと
　を備えることを特徴とする光子発生を制御する方法。
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【請求項９】
　前記励起子制御部は、格子状に配置された前記複数の障壁領域と、前記障壁領域と誘電
率の異なる井戸領域とを有し、前記束縛するステップおよび前記空間移動させるステップ
は前記前記障壁領域の誘電率を前記井戸領域の誘電率に対して相対的に変化させることに
よって実行されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記励起子発生部と前記励起子制御部との境界近傍にある障壁領域の誘電率を前記井戸
領域の誘電率よりも大きくすることによって、前記励起子制御部への励起子の侵入を制御
するステップをさらに備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、量子暗号などに利用される光子発生器に関する。より詳細には、励起子の再
結合を利用した狭スペクトルで、発光位置および発光パターンを自由に制御できる光子発
生器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のインターネット技術の発展とともに、ネットワーク上でやりとりされる商取引や
個人情報の安全性が求められ、データ伝送におけるセキュリティに対する要請が高まって
いる。これに応える技術として、量子暗号が着目されている。量子暗号技術を使った量子
暗号システムの実現のために多くの実験も始まっており、より高速で長距離の暗号通信に
よるデータ伝送の可能性も精力的に検討されている。
【０００３】
　量子暗号システムを支える重要な構成要素技術の１つに、光子発生器がある。理想的な
量子暗号通信の実現には、１つのパルスに含まれる光子を１個に制限できる単一光子発生
器が必須となる。複数光子の生成確率を下げるものとして、ターンスタイル素子、量子ド
ットなどが検討されている。
【０００４】
　従来、例えば非特許文献１に開示されているように、光子発生器としてマトリックス状
に配置されたＬＥＤやＬＤの要素素子が用いられてきた。これら要素素子は、電子－正孔
対の再結合による発光を利用していた。上述の光子発生器では、単一光子を発生させるた
めの制御は、ＬＥＤやＬＤの駆動電流などの注入量を下げることによって行っていた。こ
の方法では、注入量を下げて電子―正孔対から光子を発生させるとき、光の強度を弱くす
ることによって光子の量子力学的な確率分布を低くして単一光子を実現しているため、そ
の発生時刻はきわめて不確定となってしまう。結果として、単一光子を、希望する時間お
よび位置において発生させることは困難であった。すなわち、光子発生器から任意の時刻
において、また任意の空間的な位置もしくは空間パターンによって光子を発生させるよう
に安定な制御をすることは困難であった。
【０００５】
　また、より高速の量子暗号システムを支えるために、高いビットレートの時系列の光子
列を発生させることも困難であった。
【０００６】
【非特許文献１】“A single-photon turnstile device”, J. Kim, O. Benson, H. Kan 
and Y. Yamamoto, Nature vol. 397, p.500-503 (1999)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、単一光子の発
生を時間的および空間的に安定して制御できる光子発生方法を実現し、単一光子を任意の
時刻、任意場所または任意空間パターンで発生させることのできる光子発生装置を実現す
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ることにある。さらに、より高速な時間軸上の光子列を発生させることのできる光子発生
装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、このような目的を達成するために、請求項１に記載の発明は励起子を発生さ
せる励起子発生部と、誘電率を変化させることによって、前記励起子発生部において発生
させた励起子を束縛できる複数の障壁領域を有し、所定の位置の前記障壁領域から前記励
起子の再結合によって光子を発生させる励起子制御部とを備えたことを特徴とする光子発
生装置である。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１の光子発生装置であって、前記複数の障壁領域は、
前記複数の障壁領域を除いた周辺領域と異なるエネルギーギャップを有する材料によって
構成され、隣接する障壁領域に対して、順次、前記障壁領域の誘電率を周辺領域の誘電率
に対して相対的に変化させることによって前記励起子生成部の所定の位置に励起子を空間
移動させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１の光子発生装置であって、前記励起子制御部は、格
子状に配置された前記複数の障壁領域と、前記障壁領域と誘電率の異なる井戸領域とを有
し、前記障壁領域の誘電率を前記井戸領域の誘電率に対して相対的に変化させることによ
って所定の位置の障壁領域に励起子を空間移動させ、所定の時間に前記励起子の再結合に
よって光子を発生させることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項２または３の光子発生装置であって、前記励起子生成
部において発生させた複数の励起子を、所定の空間パターンを形成する前記複数の障壁領
域に空間移動させ、前記所定の空間パターンで複数の光子を発生させることを特徴とする
。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４いずれかの光子発生装置であって、前記励起
子制御部は、各々が膜状に形成され複数の障壁領域を含む複数の励起子制御層が積層され
た多層構造を有し、前記複数の励起子制御層内の前記複数の各障壁領域は、膜形成面内に
おいて同位置に配置されており、所定の前記障壁領域位置にある各励起子制御層に渡って
複数の障壁領域の誘電率を制御して、所定時系列パターンで光子列を発生させることを特
徴とする。本発明によれば、予め定めた任意の時間パルスパターンを生成することもでき
る。また、パルス間隔に任意に調整をすることができる。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５いずれかの光子発生装置であって、前記障壁
領域の誘電率を小さくすることによって前記励起子の再結合をさせ、光子を発生させるこ
とを特徴とする。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６いずれかの光子発生装置であって、前記障壁
領域の誘電率は、前記障壁領域へ照射させる光パルスを利用すること、前記障壁領域の電
場を利用することまたはナノチューブ構造中を走行するナノマシンを利用することによっ
て制御されることを特徴とする。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、励起子発生部と、前記励起子発生部において発生させた励起
子を誘電率を変化させることによって束縛できる複数の障壁領域を有し、所定の位置の前
記障壁領域から前記励起子の再結合によって光子を発生させる励起子制御部とを備えた光
子発生装置において光子発生を制御する方法において、励起子発生部において、励起子を
発生させるステップと、前記複数の障壁領域の内の１つの障壁領域の誘電率を変化させて
、前記励起子を前記１つの障壁領域に束縛するステップと、前記１つの障壁領域の誘電率



(5) JP 2010-78685 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

を変化させて前記束縛を解除するととともに、前記１つの障壁領域に隣接するもう１つの
障壁領域の誘電率を変化させて束縛し前記励起子を空間移動させるステップと、所定の位
置の障壁領域に空間移動させた励起子を、所定の時間に前記障壁領域の誘電率を変化させ
ることによって再結合させるステップとを備えることを特徴とする光子発生を制御する方
法の発明である。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、請求項８の方法であって、前記励起子制御部は、格子状に配
置された前記複数の障壁領域と、前記障壁領域と誘電率の異なる井戸領域とを有し、前記
束縛するステップおよび前記空間移動させるステップは前記障壁領域の誘電率を前記井戸
領域の誘電率に対して相対的に変化させることによって実行されることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９の方法であって、前記励起子発生部と前記励起子
制御部との境界近傍にある障壁領域の誘電率を前記井戸領域の誘電率よりも大きくするこ
とによって、前記励起子制御部への励起子の侵入を制御するステップをさらに備えること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明の光子発生装置によれば、単一光子の発生を時間的および
空間的に安定に制御する方法を実現し、単一光子を任意の時刻、任意の場所または任意の
空間パターンで発生させることのできる光子発生装置を実現できる。予め定めた任意の時
間パルスパターン、任意のパルス間隔に調整をすることが可能で、より高速な光子列を発
生させることのできる光子発生装置を実現できる。量子暗号システムのさらなる高速化、
高機能化を実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の光子発生装置においては、（１）誘電率制御によって励起子を空間移動させる
機構を用いることを１つの特徴とする。さらに、以下の（２）－（４）の機構の１つまた
は複数を組み合わせて利用することにより、単一光子の任意の時刻、任意の場所、任意の
空間パターンでの発生を実現する。すなわち、（２）励起子の生成制御、（３）誘電率制
御による励起子からの光子生成制御、および（４）多層化した構造による時系列の単一光
子列生成の制御である。以下、図面を使用しながら本発明について詳細に説明する。
【００２０】
　以下の説明で、空間移動、空間パターンなどの用語における「空間」は、１点から発生
する光子に対比して、光子を発生する２次元面内の複数の点を形成する空間という意味で
使用されている。したがって、媒質として空気で構成される空間や真空の空間などを意味
するものではない。
【００２１】
　図１は、本発明の光子発生装置の基本的な構成を示した概念図である。本発明の光子発
生装置１は、励起子生成部２および励起子制御部３から構成される。励起子生成部２は、
半導体によって構成され、本光子発生装置外に接続したまたは本光子発生装置の一部とし
て形成された励起光源９が発生する光を照射されることにより、励起子を生成する。励起
子は、良く知られているように、クーロン引力の相互作用により束縛状態にある電子―正
孔対である。
【００２２】
　励起子生成部２によって生成された励起子は、励起子制御部３において、励起子の空間
移動および励起子発光（発光再結合）を経て光子を生成するように制御される。励起子制
御部３は、詳細に後で述べるように、２種類またはそれ以上種類の半導体によって構成さ
れる。図１においては、励起光源９、励起子生成部２および励起子制御部３が、それぞれ
別個のブロックとして記載されている。しかし、いずれのブロックも１種類または複数種
類の半導体材料によって構成できるので、半導体基板上にパターン形成された素子として
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一体に形成することもできる。すなわち、図１は、本発明の光子発生装置を機能ブロック
として表現したものであることに留意されたい。従来技術が、光子発生のために電子－正
孔対の再結合による発光を利用していたのに対し、本発明の光子発生装置では、励起子を
利用している点で相違していることに注目されたい。本発明の特徴的な構成要素である励
起子制御部の構成および動作についてさらに詳細に説明する。
【００２３】
　図２の（Ａ）および（Ｂ）は、励起子制御部およびその一部の拡大図を示す。図２の（
Ａ）において、励起子制御部３は、１つの半導体材料で形成された井戸領域４の中に、よ
りバンドギャップの大きな半導体材料で形成された複数の障壁領域５をマトリクス状に埋
め込んだ構造をしている。このマトリックス構造の大きな特徴は、埋め込まれた障壁領域
５の材料の誘電率ε１を、その周囲にある井戸領域５の半導体材料の誘電率ε２よりも小
さい値から大きい値まで制御できる点にある。尚、図２の（Ａ）は、半導体基板上に形成
された井戸領域を基板面に垂直な方向から見た上面図である。
【００２４】
　図２の（Ｂ）は、１つの障壁領域近傍の拡大図を示している。本発明の光子生成装置で
は、障壁領域５の誘電率を制御して、励起子の引き寄せ、およびトラップすることによっ
て所望の位置に空間移動させ、さらに障壁領域の誘電率を制御して所望のタイミングで光
子を発生させる。本発明では、励起子が存在する井戸領域の材料の制御ではなく、励起子
の存在しない障壁層材料の制御によって、少数の光子の発生・制御を行なう点にも大きな
特徴がある。井戸領域による制御は、励起子の安定性を劣化させることがある点で、本発
明のように障壁領域を制御することにメリットがある。図２の（Ｂ）に示すように、障壁
領域５の誘電率の制御により、１つの障壁領域５の近傍に電子７および正孔６の対で構成
される励起子８をトラップすることができる。
【００２５】
　図３の（Ａ）および（Ｂ）は、障壁領域の誘電率を制御する例示的な方法を示す図であ
る。障壁領域の誘電率の制御は、埋め込まれた材料に対して、（１）電場を印加する方法
、（２）光を照射する方法、（３）障壁領域を中空としてその中に誘電体を機械的に移動
させる方法などを用いて実現することができる。図３の（Ａ）は、電場を印加して誘電率
を制御する方法の例示的な説明図である。励起子制御部を、井戸領域４を構成する基板側
面から見た断面図を示している。誘電率ε２を持つ井戸領域４の内部に、誘電率ε１を持
つ円柱形状の障壁領域５が埋め込まれている。井戸領域４の上下には、バンドギャップの
大きい材料による障壁層１１ａ、１１ｂが形成される。さらに障壁層１１ａ、１１ｂの上
下の障壁領域５に対応する部分には、ぞれぞれ、電極１０ａ、１０ｂが形成されている。
上下の２つの電極１０ａ、１０ｂ間に電圧を印加して電場（電界）を生じさせることによ
って、電場下にある障壁領域の実効誘電率を変化させることができる。
【００２６】
　光を照射する方法の１つとして、例えば光パルスを利用して材料の誘電率の制御を行う
方法がある。誘電率は、材料に照射される光の強度に依存して変化する（非線形分極＝非
線形光学効果による）。この性質を利用して、障壁領域に照射する光を制御することによ
って、障壁領域の誘電率を制御することが可能である。
【００２７】
　光を照射する方法は、例えば、以下のような手順により実現できる。１)各々の障壁領
域のある層の上（または下）の層にＬＤ、ＬＥＤなどを形成する。２）各々の障壁領域の
上（または下）に光ファイバを近接させる。３）障壁領域の形成するマトリックスに対応
した空間的な光のパターンを障壁領域のある層に結像させる（プロジェクターのような仕
組み）。
【００２８】
　また、図３の（Ｂ）に示すように、井戸領域４の内部に、中空空間１３を形成して、こ
の空間内に例えば円柱形状の誘電体１５を配置する。中空空間１３の場所が、障壁領域５
に相当することになる。誘電体１５は、マイクロマシン技術などによる駆動機構１２によ
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ってその中空内の位置を井戸領域４の形成面の例えば法線方向に上下に変化させることが
できる。この誘電体１５の位置の上下変化によって、障壁領域の実効誘電率を変化させる
ことができる。誘電体１５の形状や構成は、その位置の変化により誘電率の変化を生じさ
せられる限り、どのようなものでも良い。例えば、ナノチューブ構造中を走行するナノマ
シンを利用することができる。次に、誘電率制御によって、励起子を空間移動させる原理
についてさらに詳細に説明する。
【００２９】
　図４は、誘電率制御によって励起子を空間移動させる原理について説明する図である。
図４は、２つの状態に分けて、障壁領域の誘電率と励起子の束縛エネルギーＥｂの関係を
、グラフとともに模式的に説明している。先にも述べたように、励起子は電子および正孔
がクローン相互作用により束縛状態を形成したものである。励起子の存在する空間の誘電
率によって、その励起子のエネルギーは変化する。ここで、障壁領域の誘電率ε１を変化
させることを考える。
【００３０】
　ε１が井戸領域の誘電率ε２より小さい（ε１＜ε２）場合、励起子は、障壁領域の近
傍、特に障壁領域を取り囲むように存在している方が電子および正孔間のクーロン引力が
強くなり、励起子のエネルギーは低くなる。そのため、励起子は障壁領域を取り囲むよう
になり、重心運動は局在、すなわち障壁領域に束縛される。
【００３１】
　これに対し、ε１が井戸領域の誘電率ε２より大きい（ε１＞ε２）場合は、障壁領域
の近傍では電子および正孔間のクーロン引力が弱くなるため、励起子のエネルギーは大き
くなってしまう。そのため、励起子は、障壁領域の外周領域で自由な重心運動をする。
【００３２】
　上述の障壁領域の近傍および周辺における、障壁領域の誘電率に依存した励起子の各振
る舞いは、不純物原子を含む材料における束縛励起子の振る舞いと類似している。以下で
は、励起子が障壁領域を取り囲んだ状態の励起子を「束縛状態にある」と呼び、束縛され
ていない励起子を「自由な状態にある」と呼ぶことにする。ε１＞ε２の場合には、励起
子は障壁領域から離れて、自由な状態となる。上述の２つの状態の効果を、励起子の移動
に利用することができる。さらに、励起子の移動方法について詳細に説明する。
【００３３】
　図５は、誘電率制御による励起子の空間移動の原理を空間エネルギーとともに説明する
図である。図５の（Ａ）および（Ｂ）では、説明を簡単にするため、隣り合う２つの障壁
領域５ａ、５ｂのみを含む井戸領域４について説明している。各図の下には、励起子のエ
ネルギーの空間依存性も概念的に示している。エネルギー図において、Ｃは伝導帯のエネ
ルギーを、Ｖは価電子帯のエネルギーを、ｅｘは励起子のエネルギーをそれぞれ示してい
る。（Ａ）の状態から（Ｂ）の状態へ誘電率を変化させることによって、励起子８を左側
の障壁領域５ａから右側の障壁領域５ｂへ空間移動させる過程が説明される。
【００３４】
　図５の（Ａ）は、励起子を空間移動させる前の状態を示す。左側の障壁領域５ａの誘電
率を井戸領域４の誘電率ε１よりも小さいε２に、右側の障壁領域５ｂの誘電率を井戸領
域４と同じ誘電率ε２に設定した状態である。
【００３５】
　これに対し、図５の（Ｂ）は、本発明の誘電率制御によって励起子を空間移動させた後
の状態を示す。ここでは、左側の障壁領域５ａの誘電率を井戸領域４の誘電率ε２より大
きなε３に、右側の障壁領域５ｂの誘電率を井戸領域４の誘電率ε２より小さなε１と設
定した状態となる。（Ａ）の場合、励起子のエネルギーは左側の障壁領域５ａの周りで低
く、それ以外の場所では高くなる。（Ｂ）の場合は、励起子のエネルギーは左側の障壁領
域５ａの周りで高く、右側の障壁領域５ｂの周りで低くなっている。励起子８にとってこ
のエネルギーは実効的なポテンシャルエネルギーＶとして働き、励起子８はその傾き（グ
ラディエント）の逆方向に相当する力Ｆを感じる。
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【００３６】
【数１】

【００３７】
　従って図５の（Ａ）の状態では、左側の障壁領域５ａ近傍の励起子８は左側の障壁領域
５ａにひきつけられ、そこに束縛される。２つの障壁領域５ａ、５ｂの誘電率を所定のタ
イミングで制御することにより、各障壁領域の各誘電率を（Ｂ）の状態へ変化させる。こ
のとき、左側の障壁領域５ｂに束縛されていた励起子８は、上述のエネルギーの傾きによ
り、左側の障壁領域５ａから反発力を受けるとともに、右側の障壁領域５ｂからは引力を
受けてひきつけられる。この結果、励起子８は、左側の障壁領域５ａから右側の障壁領域
５ｂへ移動して、そこで束縛される。このように、障壁領域の誘電率制御によって、励起
子の空間移動を実施できる。さらに励起子の空間移動に加えて、励起子制御部３において
はもう１つの誘電率制御機構を実行する。
【００３８】
　図６は、励起子近傍の障壁領域の誘電率と規格化した振動子強度ｆとの関係のグラフを
示す図である。図６の横軸は、障壁領域の実効誘電率ε＊を示している。縦軸は、規格化
した振動子強度ｆを示している。振動子強度は、良く知られているように、発光遷移の起
こりやすさを表す材料定数である。したがって、振動子強度が大きいほど、発光遷移が起
こり易いことになる。ここでは、人為的な構造を持たない井戸層材料（バルク状態）の振
動子強度を１としたときの振動子強度（バルク材料の振動子強度で規格化した振動子強度
）を示していることに注意されたい。
【００３９】
　励起子の感じる実効誘電率は、障壁領域の誘電率、井戸領域の誘電率、障壁領域の構造
から決定される（例えば、図３の（Ａ）を参照されたい）。他のパラメータが一定であれ
ば、障壁領域５の誘電率を小さくすることにより、実効誘電率も小さくすることができる
。図６に示した理論計算値の関係から、実効誘電率が小さくなると、発光の確率が飛躍的
に増大することがわかる。従って、上で述べた障壁領域５の誘電率制御によって、所望の
位置まで励起子の空間移動を実現した後に、励起子が束縛されている障壁領域の誘電率を
さらに減少させることによって、励起子からの光子の発生を促すことができる。このよう
に、本発明の光子発生装置では、障壁領域の誘電率制御という手段によって、励起子を空
間移動させる機構と併せて、励起子からの光子発生を促す機構を含むところに特徴がある
。
【００４０】
　さらに、励起子からの発光は本質的に単一光子発光だけとなるので、従来の単一光子光
源のように、確率分布を全体に低くして単一光子を生成するという処理が必要でない。こ
のため、任意時刻での光子発生を効率的に行うことができるという点にも特徴がある。
【００４１】
　実施例１：　次に、より具体的な励起子制御部の動作を実施例を用いながら説明する。
【００４２】
　図７は、本発明の実施例１の光子発生装置の構成を示す概念図である。図７についても
、本発明の励起子の空間移動の方法に着目して概念的に説明するものであり、半導体素子
などで製作され得る光子発生装置の実際の形状・構成を説明するための図ではないことに
注意されたい。本実施例１の光子発生装置は、左側の小さな長方形で表示された励起子発
生部２と、その右の大きな長方形で表示された励起子制御部３が連結された構成を持つ。
励起子発生部２には励起光が照射され、リングで示された励起子８が生成される。励起子
制御部３は、井戸領域４をベースとして、井戸領域内に格子状に配置された円形状の複数
の障壁領域５を含んでいる。障壁領域は、すべて半導体材料１で構成され、各障壁領域に
は図の左端から順に番号が付されている。以後の説明では、障壁領域（１）、障壁領域（
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２）などと呼んで区別する。井戸領域は、別の半導体材料２によって構成されている。励
起子発生部２は、井戸領域４と同じ半導体材料２によって構成されて、励起子制御部３と
連結されている。
【００４３】
　以下、本実施例の光子発生装置の動作について、励起子発生部２から１個の励起子を障
壁領域（１７）へ移動させ、その後、障壁領域（１７）から単一光子を発生させるという
場合を例として説明する。これ以降の説明で用いる各部の誘電率の大きさは、ε１＜＜ε
２＜ε３＜ε４の関係にあるものとし、井戸領域４の誘電率をε３とする。
【００４４】
　図８は、誘電率制御によって励起子を空間移動させる様子を説明する図である。図８の
（Ａ）から（Ｄ）の各図とともに、励起子８が励起子発生部２から障壁領域（１７）まで
順次移動される様子が、以下の各工程１）から工程４）で説明される。簡単のため、各図
では励起子制御部３のみが示されている。初期状態では、障壁領域（１）から障壁領域（
２１）の誘電率はすべてε４とする。
【００４５】
　１）　励起子発生部２に励起光を照射することにより、１個または複数個の励起子を励
起子発生部２に生成する。この状態では、励起子制御部３の入口付近にある障壁領域（２
）の誘電率（ε４）は井戸領域４の誘電率ε３より大きいため、励起子８は励起子制御部
３に入り込めない。
【００４６】
　２）　ここで、図８の（Ａ）に示すように、障壁領域（２）の誘電率をε４からε２に
設定する。これにより励起子発生部の励起子のうち１つだけが障壁領域（２）へ向けて移
動し、障壁領域（２）の周りに束縛される。
【００４７】
　３）　次に、図８の（Ｂ）に示すように、障壁領域（６）の誘電率をε２に設定し、続
いて障壁領域（２）の誘電率をε４に設定する。これにより、励起子は障壁領域（６）の
周りに移動しそこで束縛される。
【００４８】
　４）　同様に、図８の（Ｃ）に示すように、障壁領域（１０）の誘電率をε２に設定し
、続いて障壁領域（６）の誘電率をε４に設定する。これにより、励起子は障壁領域（１
０）の周りに移動しそこで束縛される。上述のように、障壁領域の誘電率を順次変化させ
て励起子を移動させていくことにより、励起子制御部３の所望の位置に励起子を空間移動
させることができる。次に、光子の放出制御について説明する。
【００４９】
　図９は、実施例１の光子発生装置において光子を発生させる最終段階を説明する図であ
る。図８で説明した各工程に続いて説明する。
【００５０】
　５）　図８の（Ｄ）に引き続き、図９の（Ａ）に示すように、障壁領域（１７）の誘電
率をε２に設定し、続いて障壁領域（１３）の誘電率をε４に設定する。これにより、励
起子は障壁領域（１７）の周りに移動しそこで束縛される。最終的に目標位置である障壁
領域（１７）への空間移動が完了する。
【００５１】
　６）　ここで、障壁領域（１７）の誘電率をε２からε１に設定する。誘電率をさらに
減少させることにより、図６で説明したように、励起子が再結合し単一光子が障壁領域（
１７）から放出される。単一光子は、図９の（Ｂ）の紙面に垂直方向へ飛び出す。以上詳
細に述べたように、本実施例では、障壁領域の誘電率を順次制御して励起子をトラップし
ながら、所望の空間位置に移動させ、任意の時刻に、単一光子を発生させることができる
。
【００５２】
　この実施例における誘電率制御については、障壁領域を半導体材料１によって構成して
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いるので、図３の（Ａ）で説明した電場による誘電率制御または光による誘電率制御が適
当である。具体的には、半導体層（井戸領域）全体を挟むように、一対の絶縁膜を形成し
、その絶縁膜上に、さらに１つ１つの障壁領域を挟むようにそれぞれ１対の独立した電極
を形成する。この１対の電極間に加える電圧を時系列で変化させることによって、挟まれ
た障壁領域の誘電率を制御する。また、図３の（Ｂ）で説明したように、障壁領域の部分
を中空とし、この中空部分に誘電体多層膜を形成した円筒形マイクロマシンを設置し、面
の法線方向に移動させることにより障壁領域部の誘電率を制御するという方法も有効であ
る。この場合、円筒形マイクロマシンの円筒軸を半導体層（井戸領域）の法線方向にとり
、誘電体多層膜は半導体層に平行に積層させる。
【００５３】
　本実施例の光子発生装置の作製方法の例としては、まず、エピタキシャル成長によって
半導体材料２の層を基板上に成長させる。その後、エッチングにより、障壁領域となる部
分を除去する。さらに、再成長により、障壁領域を半導体材料１によって形成することが
できる。
【００５４】
　より具体的な励起子制御部の構成を、井戸領域層の材料をＧａＡｓとした場合を例とす
ると、励起子の大きさは１～５ｎｍ（バルクＧａＡｓでは１０ｎｍ）、障壁領域の大きさ
は直径１～５ｎｍで、励起子より少し小さいのが好ましい。障壁領域の厚さ、すなわち井
戸領域の厚さは、サブミクロンから数ミクロン程度とすることができる。また、障壁領域
同士の間隔は励起子の大きさよりも大きい２～１０ｎｍとすることができる。ただし、大
きすぎると励起子の移動に時間が掛かりすぎることに留意する必要がある。井戸領域層の
材料が変れば、励起子の大きさも変動するので、上述の障壁領域の格子形状・寸法などは
材料定数によって変動する。井戸領域の材料としては、例えばＧａＡｓ, ＡｌＧａＡｓ, 
ＩｎＰ, ＧａＮなどが有る。また、障壁領域の材料には井戸領域の材料よりも大きなエネ
ルギーギャップを有することが要求され、上記の井戸領域の材料例に対応したものとして
、ＡｌＧａＡｓ, ＡｌＡｓ, ＧａＩｎＰ, ＡｌＧａＮなどが考えられる。
【００５５】
　実施例２：　図６は、本発明の実施例２に係る光子発生装置の構成を示す概念図である
。本実施例では、複数の励起子の空間位置を制御することによって、任意の空間発光パタ
ーンで光子を発生させることができる。励起子の空間移動および光子の発生に関する基本
的な動作は、実施例１と同様である。ここでは、実施例１との相違点に絞って動作を説明
する。
【００５６】
　実施例１と同様に、励起子発生部２および励起子制御部３が連続的に構成されている。
励起子制御部３は、誘電率ε３を持つ井戸領域４内に格子状に配列された複数の障壁領域
５を備えている。初期状態では、障壁領域はすべて誘電率ε４に設定されている。ここで
、ε３＜ε４の関係が成り立っているものとする。以後の説明では、異なる障壁領域を、
障壁領域（１）、障壁領域（２）などと呼んで区別する。
【００５７】
　障壁領域（１）－（３）は、励起子発生部２で発生した励起子群を障壁領域（４）－（
７）の障壁領域にそれぞれ１つずつ束縛させるために、励起子の空間移動をスムーズに制
御する目的で利用される。したがって、本実施例における空間パターンの形成の観点にお
いては、必須のものではない。したがって、障壁領域（１）－（３）において、励起子の
束縛を行っても、行わなくてもよい。本実施例では、任意の光子発生点を分布した空間パ
ターンを形成するように、励起子を空間移動させるところを特徴とする。
【００５８】
　図１１は、実施例２において、励起子の空間パターンを形成させる様子を説明する図で
ある。図１１の（Ａ）から（Ｆ）の各図とともに、励起子発生部２から、複数の励起子を
所望の複数の障壁領域位置に移動させて空間パターンを形成し、さらに複数の光子を発生
させる工程を説明する。これ以降、説明で用いる各部の誘電率の大きさはε１＜＜ε２＜
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ε３＜ε４の関係にあるものとする。
【００５９】
　障壁領域（１）－（３）で励起子の束縛を行わない場合、図１０の励起子制御部３にあ
る１６個の障壁領域（４）－（１９）で形成される４×４の格子内で、任意のパターンで
の光子発生を行うことができる。例えば、障壁領域の番号で表して、下記の空間パターン
を形成する場合を考える。
【００６０】
　　　４　　　　　　　12　　　16
　　　５　　　９　　　　　　　17
　　　　　　　10　　　14
　　　７　　　　　　　　　　　19
【００６１】
　励起子分布のパターン形成は、隣接する格子間を励起子が移動する速度より長い時間間
隔（τ）で、障壁領域（４）－（７）の障壁領域の第１列に所望のパターンで励起子の導
入を行い、これら導入された励起子（群）を、障壁領域（８）－（１１）の第２列、→障
壁領域（１２）－（１５）の第３列、→障壁領域（１６）－（１９）の第４列へと順次移
動させることにより行う。
【００６２】
　１）　初期状態の時刻ｔ＝０では、障壁領域の誘電率はすべてε４に設定されている。
【００６３】
　２）　まず、時刻ｔ＝τ１で、障壁領域（４）、（５）、（７）の誘電率をε４からε
２に設定して、励起子を束縛させる。（図１１の（Ａ）を参照）
【００６４】
　３）　時刻ｔ＝τ２において、まず障壁領域（８）、（９）、（１１）の誘電率をε４
からε２にするとともに、障壁領域（４）、（５）、（７）の誘電率をε２からε４とし
て、障壁領域（４）、（５）、（７）の励起子を障壁領域（８）、（９）、（１１）に平
行移動させる。（図１１の（Ｂ）を参照）
【００６５】
　４）　時刻ｔ＝τ３において、障壁領域（４）、（６）の誘電率をε４からε２に設定
して、励起子を束縛させる。この時点では、第１列および第２列に励起子が配置された状
態にある。（図１１の（Ｃ）を参照）
【００６６】
　５）　時刻ｔ＝τ４において、障壁領域（８）、（９）、（１１）の励起子は、障壁領
域（１２）、（１３）、（１５）に移動させ、障壁領域（４）、（６の）の励起子は、障
壁領域（８）、（１０）のそれぞれ平行移動させる。（図１１の（Ｄ）を参照）
【００６７】
　６）　時刻ｔ＝τ５において、同様に励起子群の平行移動を実行した結果、第１列から
第４列までに、障壁領域（４）、（７）、（７）、障壁領域（９）、（１０）、障壁領域
（１２）、（１４）、障壁領域（１６）、（１７）、（１９）に励起子が配列され、所望
の空間パターンが形成される。このとき、励起子が束縛されている障壁領域の誘電率はε
２に設定されている。（図１１の（Ｅ）を参照）
【００６８】
　７）　最後に時刻ｔ＝τ６においてすべての障壁領域の誘電率をε１にして、各障壁領
域から光子を同時に発生させる。
【００６９】
　上述の一連の工程の説明では、各時刻の関係は規定していないが、励起子の移動が確実
にスムーズに行なわれる限り、どのようなタイミングでも良い。また、障壁領域間で励起
子の平行移動工程は同一なので、等時間間隔で平行移動させることができる。また、最終
工程の光子の発生段階を任意の時刻に設定できるのは言うまでも無い。上述のように、本
実施例によれば、励起子制御部の面内の任意の空間位置パターンで、単一光子を生成する
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ことができる。
【００７０】
　図１２は、本発明の実施例３の光子発生装置の構成を示す概念図である。本実施例の光
子発生装置は、実施例２の光子発生装置の励起子制御部を多層に積層させた構造を含んで
いる。すなわち、第１の励起子制御部２０－１、第２の励起子制御部２０－２、・・第６
の励起子制御部２０－６、第７の励起子制御部２０－７が、順次、ｘ方向に積層された構
成となっている。図１２では、励起子制御部３のみが記載されているが、各層の励起子制
御部に対応してまたは共通の励起子生成部を備えていることは言うまでも無い。１つの励
起子制御部は、ｙ－ｚ面に沿って形成されている。複数の障壁領域の配列構成パターンは
、実施例２のものと同じであるがこれに限定されることはない。１つの励起子制御層のｙ
－ｚ面で、励起子の空間移動ができる配列パターンであれば良い。図１２は、本実施例の
動作を説明するために概念的に示したものであって、実際の装置（デバイス）におけるｘ
、ｙ、ｚ方向の寸法を比例して表示していない。
【００７１】
　各励起子制御部２０－１、・・、２０－７は、誘電率ε３を持つ井戸領域４および複数
の障壁領域５を備える。各層の障壁領域は、すべて円柱状で、その位置が各層で共通とな
っている。図１２では、簡単のため、各層の障壁領域に対する誘電率制御のための電極な
どの機構は記載されていない。各励起子制御層では、それぞれ独立した誘電率制御によっ
て、励起子のｙ－ｚ面内の空間移動が可能である。
【００７２】
　各励起子制御部の層間には、バンドギャップの大きい材料でできた層間分離層２１－１
、２１－２、・・、２１－６が形成されている。本実施例の光子発生装置の構造によれば
、各励起子制御部層から放出された光子が、障壁領域となる円柱を導波路として伝搬し、
時系列化された光子列として最上層の励起子制御部層２０－１から出力される。次にこの
時系列化された光子列の生成についてさらに説明する。
【００７３】
　図１３は、実施例３において時系列に光子を発生させる仕組みを説明する図である。１
つの障壁領域に着目して、１つの障壁領域を含むｘ－ｚ面の断面図を示している。励起子
制御層２０－１、２０－２、・・２０－ＮはＮ層あり、各励起子制制御層の間は、層間分
離層２１－１、・・、２１－Ｎ－１が形成されている。各励起子制御部のｘ方向の繰り返
しピッチをＬとする。各層の障壁領域は、ｙ－ｚ面の同位置に形成されているので、ｘ方
向に光導波路が形成されている。各励起子制御部では、独立して障壁領域の誘電率制御が
できるので、ある時点においては、各励起子制御部層のすべての障壁領域５－１、５－２
、・・５－Ｎに対して励起子を束縛した状態に設定できる。このとき、障壁領域の誘電率
は、実施例２において図１１の（Ｅ）で説明したのと同様に、ε２となっている。
【００７４】
　図１３の（Ａ）は、各励起子制御層のｙ－ｚ面内の同一位置の障壁領域に、励起子が束
縛された状態を示している。ここで、各障壁領域の誘電率ε２からε１に一斉に下げるこ
とによって、各障壁領域から、同時に光子が発生する。各光子は、ｘ軸方向に向かって飛
び出し、最上層の障壁領域５－１から光子列として放出される。先にも述べたように、各
層の障壁領域は、ｘ軸方向に光導波路を構成しているので、光子は励起子制御層の繰り返
しピッチＬで決定される時間間隔を持つ時系列の光子パルスとして、出力される。図１３
の（Ｂ）は、光子列パルスを説明する概念図である。
【００７５】
　以下に、より具体的な構成を例示的に説明する。１つの励起子制御部層は、厚さ１－２
ｎｍとして、層間分離層の厚さを１０μｍとすることができる。このとき、多層構造の周
期ピッチは、ほぼ１０μｍとなる。ここで、層間分離層の厚さが励起子制御層の厚さより
も非常に大きいのは、光パルスの間隔を比較的長く設定するためである。
【００７６】
　本実施例における各動作を実行するのに必要な所要時間は、概ね以下のとおりである。
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１つの励起子制御層の中で、障壁領域間を移動させるのにかかる時間は、１ｎｓｅｃ程度
である。この時間は、障壁領域の間隔などに依存する。一方、ピッチＬの周期構造を持つ
励起子制御層間を光が移動するのに要する時間は、０．１ｐｓｅｃとなる。例えば、Ｇａ
Ａｓの屈折率を３．１、Ｌを１０μｍとした場合、概ね０．１ｐｓｅｃが得られる。
【００７７】
　光パルスの間隔は０．１ｐｓｅｃ程度と非常に短くなるため、層数を増やすことにより
より多くの時系列光パルス（信号）を利用できるようになる。例えば、層数を１００まで
増やせば、１０ｎｓｅｃのバースト期間に１００の光パルスを持つ変調を行なうことがで
きる。また、層間隔Ｌをより小さくすれば、さらに短時間周期の光パルスを発生できる。
逆に、層間隔Ｌをより大きくすれば、さらに長時間周期の光パルスを発生できる。
【００７８】
　上述の説明では、各層の光子放出を同時に行なうものとしたが、各層の誘電率をε２か
らε１へ設定するタイミングを別々にすれば、時間軸上で任意のパルスパターンを形成す
ることもできる。また、パルス間隔を調整することもできることは容易に理解できるだろ
う。また、多層構造の層数、層間隔は半導体材料の選択によって変動する。また、励起子
制御部の間隔を等間隔に構成する必要はなく、不等間隔にもできる。また、一部の層をあ
る間隔として他の層は別の間隔とすることも可能である。このようにすることで、各層の
光子放出の誘電率制御を同時に行なうだけで、予め定めた任意の時間パルスパターンを生
成することもできる。また、任意のパルス間隔に調整をすることができる。
【００７９】
　上述のように、実施例３の光子発生装置によれば、任意の時系列光パルスを生成するこ
とができる。最上層の励起子制御層の各障壁領域から、それぞれ独立して、時系列の光子
パルス列を発生できる。実施例２において説明した、任意の空間パターンで光子を発生さ
せるだけでなく、任意の時系列光パルスを生成することができる。実施例３の構成の光子
発生装置により、複数の信号系列の並列処理が可能となる。並列処理により、量子暗号シ
ステムのさらなる高速化および多機能化を実現できる。
【００８０】
　本発明の光子発生装置によれば、励起子を利用して、単一光子の発生を時間的および空
間的に安定して制御する方法を実現し、単一光子を任意の時刻、任意の場所または任意の
空間パターンで発生させることのできる光子発生装置を実現することができる。周波数純
度の高い励起子遷移を利用することができる特徴を持つ。さらに、より高速な光子列を発
生させることのできる光子発生装置を実現できる。量子暗号システムのさらなる高速化お
よび高機能化を実現する。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明は、量子暗号システムに利用することができる。特に量子暗号システムの光子発
生装置に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の光子発生装置の基本的な構成を示した概念図である。
【図２】本発明の光子発生装置における励起子制御部の構成およびその一部の拡大をを示
す図である。
【図３】励起子制御部の障壁領域の誘電率を制御する例示的な方法を示す図である。
【図４】誘電率制御による励起子の空間移動原理について説明する図である。
【図５】誘電率制御による励起子の空間移動原理を説明するもう１つの図である。
【図６】励起子近傍の障壁領域の誘電率と規格化した振動子強度ｆとの関係のグラフを示
す図である。
【図７】本発明の実施例１の光子発生装置の構成を示す概念図である。
【図８】実施例１において、誘電率制御によって励起子を空間移動させる様子を説明する
図である。
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【図９】実施例１の光子発生装置において光子を発生させる最終段階を説明する図である
【図１０】本発明の実施例２の光子発生装置の構成を示す概念図である。
【図１１】実施例２において、励起子の空間パターンを形成させる様子を説明する図であ
る。
【図１２】本発明の実施例３の光子発生装置の構成を示す概念図である。
【図１３】実施例３において時系列に光子を発生させる仕組みを説明する図である。
【符号の説明】
【００８３】
　　１　光子発生装置
　　２　励起子生成部
　　３　励起子制御部
　　４　井戸領域
　　５、５ａ、５ｂ、５－１、・・５－Ｎ　障壁領域
　　６　正孔
　　７　電子
　　８　励起子
　　９　励起光源
　　１０ａ、１０ｂ　制御電極
　　１１ａ、１１ｂ　障壁領域層
　　１２　駆動機構
　　１３　中空空間
　　２０－１、２０－２、・・、２０－Ｎ　励起子制御部層
　　２１－１、２１－２、・・２０－Ｎ－１　層間分離層

【図１】 【図２】
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